
   小千谷市空き家利活用支援事業補助金交付要綱 

（令和５年３月３０日告示第５０号） 

 

 （趣旨） 

第１条 本市は、市内の空き家の有効活用を図り、市内への移住・定住を促進するた

め、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小千

谷市補助金等交付規則（昭和４４年小千谷市規則第４号）に定めるもののほか、こ

の要綱に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 住宅 居住の用に供し、生活するために必要な居室、台所、トイレ、浴室等を

有する一戸建て住宅をいう。ただし、店舗等との併用住宅の場合は、延べ床面積

の２分の１以上が居住の用に供されているものに限る。 

 (2) 空き家 市内に存し、過去に居住の用に供されたことのある住宅であって、現

に居住その他の使用がなされていない住宅をいう。 

 (3) 子育て世帯 申請日が属する年度の４月１日現在において生計を一にする１８

歳未満の世帯員と同居している者又は申請日現在において妊娠している者がいる

世帯をいう。 

 (4) 転入者 申請日現在の年齢が７０歳未満の者で、本市に転入した日又は転入を

予定している日を起算日として、転入前２年の間に本市に住所を有しておらず、

かつ、定住する意思をもっている者とし、次のいずれかに該当するものをいう。 

  ア 転入日から起算して１年以内に交付申請を行う者 

  イ 交付申請後に転入する者 

 (5) 市内施工業者 本市に本店を有する法人又は本市に住所を有する個人事業主を

いう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 自らの居住の用に供するために空き家を改修する者であって、次の各号のいず



れかに該当するものとする。 

  ア 新潟県の他市町村からの転入者で、かつ子育て世帯である者 

  イ 新潟県外からの転入者 

 (2) この補助金の交付を受けて改修等を行う空き家に、補助事業の完了の日から１

年以内に居住を開始し、５年以上居住する見込みのもの。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請時において次の各号のいずれかに該当する者は、

補助の対象としないものとする。 

 (1) 未成年者 

 (2) 市町村税を滞納している者 

 (3) ３親等内の親族間において、売買、相続又は贈与により空き家を取得した者 

 （補助対象工事） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象工事」という。）は、補助

対象者が行う次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 市内施工業者に請け負わせる工事であること。 

 (2) 住宅の内外装の修繕、住宅の増改築、屋根、居室、浴室、玄関、台所、トイレ

その他家屋部分の改修工事に要する費用であって、当該工事に要する費用が５０

万円以上であること。ただし、畳替え、襖又は障子の張替えその他簡易な改修は

除く。 

 (3) その他市長が認める工事 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の４分の３以内の額とし、１００万円を上限と

する。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とす

る。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に

定める期日までに、小千谷市空き家利活用支援事業補助金交付申請書（様式第１号

）に次の書類を添えて、補助対象工事に着手する前に市長に提出しなければならな

い。 

 (1) 住民票の写し 



 (2) 市町村税の未納のない証明書 

 (3) 住宅の所有者が確認できる書類 

 (4) 工事見積書の写し 

 (5) 工事着工前の写真 

 (6) 住宅の位置図 

 (7) 申請者本人の身分証明書の写し及び定住誓約書 

 (8) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、同一の補助対象者に係る同一の住宅につき１回限りと

する。 

 （交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補

助金の交付又は不交付を決定し、小千谷市空き家利活用支援事業補助金交付決定通

知書（様式第２号）又は小千谷市空き家利活用支援事業補助金不交付決定通知書（

様式第３号）により、当該申請者に通知するものとする。 

 （申請内容の変更） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という

。）は、当該申請の内容を変更しようとするときは、小千谷市空き家利活用支援事

業補助金変更承認申請書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、承認するかど

うかを決定し、小千谷市空き家利活用支援事業補助金変更承認通知書（様式第５号

）又は小千谷市空き家利活用支援事業補助金変更不承認通知書（様式第６号）によ

り、当該交付決定者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第９条 交付決定者は、補助対象工事を完了したときは、小千谷市空き家利活用支援

事業補助金実績報告書（様式第７号）に次の書類を添えて、市長が別に定める期日

までに市長に提出しなければならない。 

 (1) 補助対象工事に係る契約書の写し 

 (2) 補助対象工事に係る領収書の写し 

 (3) 補助対象工事の実施に係る工事中及び工事後の写真 

 (4) 振込先口座の確認書類（通帳の写し等） 



 (5) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項に規定する実績報告書の提出があったときは、必要に応じて現地を

調査することができる。 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金

の額を確定し、小千谷市空き家利活用支援事業補助金確定通知書（様式第８号）に

より、当該交付決定者に通知するものとする。 

 （決定の取消し） 

第１１条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 住宅に居住した日から起算して５年以内に補助金の交付対象となった住宅を取

り壊し、又は売却したとき。 

 (3) 住宅に居住した日から起算して５年以内に補助金の交付対象となった住宅を退

去し、又は居住の用に供しなくなったとき。 

 (4) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、小千谷市空

き家利活用支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第９号）により通知するもの

とする。 

 （補助金の返還） 

第１２条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において

、既に補助金を交付していたときは、小千谷市空き家利活用支援事業補助金返還通

知書（様式第１０号）により返還を命ずることができる。 

２ 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金

を返還しなければならない。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

   附 則 



 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


